
イオンクロマトグラフイオンクロマトグラフイオンクロマトグラフイオンクロマトグラフ    リースにリースにリースにリースにかかる条件付一般競争入札かかる条件付一般競争入札かかる条件付一般競争入札かかる条件付一般競争入札    
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番号 質擬事項 回答 

その他 動産保険については、ハードウェアにのみ通

常の動産総合保険（火災・盗難・台風・風水

害・雷）を付保するものと捉えてお間違いな

いでしょうか。 

その通りです。 

その他 契約書案をいただけますでしょうか。 

 

別紙のとおりです。 

その他 

 

本契約については、収入印紙の貼付が必要と

なりますか。 

収入印紙の貼付は、不要です。 

その他 

 

賃貸借料については、当月分を翌月末にお支

払い頂く認識でよろしいでしょうか。 

その通りです。 

入札要項９ 契約保証金や入札保証金については、過去二

年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を

ほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締

結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実

績がある場合は免除との認識でよろしいでし

ょうか。 

その通りです。 

仕様書５（１０） 既設機器の撤去が必要とのことですが、機器

の所有者は貴市でしょうか。その場合、受注

者への所有者移転を行った後に撤去すること

となりますが、所有権移転に関する書面を締

結していただけますでしょうか。 

既設機器の所有者は箕面市上下

水道局であり、所有権移転につい

て必要な書類を交わす事は可能

です。 



賃 貸 借 契 約賃 貸 借 契 約賃 貸 借 契 約賃 貸 借 契 約 書（案）書（案）書（案）書（案） 

 

１ 件 名 

 
イオンクロマトグラフ リース 

２ 施 行 地 箕面浄水場１階（箕面市箕面２－７－１） 

３ 賃 貸 借 期 間 

   開始  平成 ２９年（２０１７年）  １１月  １日 から 

   満了  平成 ３４年（２０２２年）  １０月 ３１日 まで 

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約） 

４ 

賃 貸 借 料 
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うち取引に係る 
消費税及び地方消費税 

  
 
   

 
 
   

 
     
   

 
 
  

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
     

５ 契 約 保 証 金 

 

  ・現 金         ・免 除 

                箕面市上下水道局契約規程により 

             準用する箕面市契約規則第２６条第３号 

 ・有価証券                   

６ 適用除外条項 

 

    

 上記の賃貸借について、賃借人と賃貸人は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項（適

用除外条項は、上記６のとおり。)によって公正な賃貸借契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履

行するものとする。 

 この契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

    平成 ２９ 年（２０１７年） ７月 ３１日 

 

      賃 借 人           大阪府箕面市西小路三丁目１番８号 
 

                                  箕面市公営企業管理者 出水出水出水出水    善博善博善博善博         ㊞ 

 

       賃 貸 人    所 在 地 

            商号又は名称 

              代表者氏名                          ㊞ 



 

（総 則） 

第１条 賃借人及び賃貸人はこの約款（契約書を含む。以下同じ）に基づき、仕様書等（仕様書、図面、

現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、

この契約（この約款及び仕様書等を内容とする賃貸借の契約をいう。以下同じ。）を履行しなければ

ならない。 

２ 賃貸人は、その所有する イオンクロマトグラフ     （以下「賃貸借物件」という。）を契

約書記載の賃貸借期間（以下「賃貸借期間」という。）内において賃借人の使用に供し、賃借人は、

その賃貸借料を支払うものとする。 

３ この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。 

４ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

５ この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある

場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）の定めるところによるものとする。 

６ この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号） 及び

商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

７ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第２条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、権利のうち賃貸代金債権に限り、あらかじめ書面による賃借人の承諾を得た場合については、

この限りでない。 

（賃貸借物件の引渡し） 

第３条 賃貸人は、賃貸借期間の開始日までに、賃借人が使用できる状態に調整を完了した賃貸借物件

を賃借人が指定する場所に納品し、賃借人の検収の後、賃借人に引き渡すものとする。これに要する

費用は、すべて賃貸人において負担するものとする。 

（立入権及び秘密の保持） 

第４条 賃貸人又は賃貸人の委任を受けた者（以下「賃貸人の関係者」という。）は、賃貸借物件の管

理等（以下「管理業務」という。）のため、賃貸借物件の設置場所に立ち入ることができる。この場

合において、賃貸人の関係者は身分証明書を携帯し賃借人の求めがあればそれを呈示するものとする。 

２ 管理業務は賃借人の立会いのもと行うものとする。 

３ 前項の立入りに際して得た賃借人のすべての情報を第三者に漏らしてはならない。 

４ 前項の秘密保持の義務は、本契約終了後も継続するものとする。 

（所有者等の表示） 

第５条 賃貸人は、賃貸借物件に、賃貸人の所有物である旨の表示又は賃貸人の定める様式による賃貸

物件である旨を示す標示を付することができるものとする。 

（賃借人の維持管理義務） 

第６条 賃借人、又は賃借人の委任を受けた者は、本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使

用、保管し、賃貸借物件の設置場所につき、良好な環境を保持するものとする。 



（賃貸人の損害賠償請求権） 

第７条 賃貸人は、賃借人が故意又は重大な過失により賃貸借物件に損害を与えたときは、賃借人に対

して、その損害の賠償を請求できるものとする。 

（保 険） 

第８条 賃貸借物件使用期間中の必要な保険については、賃貸人が付保手続きを行い、保険料は賃貸人

の負担とし、保険事故が生じたときは、賃借人は直ちに賃貸人に通知するものとする。 

２ 第７条の規定により、賃借人の負担する賠償金は賃貸人が受け取った保険金の範囲内において免れ

る。 

（賃貸借物件の保守） 

第９条 賃貸借物件の保守については、仕様書に規定する期間は賃貸人が無償で行うものとする。 

２ 保守に伴う機器の修繕等は、賃借人の指定する場所において実施するものとする。 

（賃貸借物件の取替または改造） 

第 10 条 賃貸借物件の取替または改造については、賃借人の申し出により賃貸人がこれを行う。その

費用については、賃借人の負担とする。 

２ 賃貸借物件の取替または改造によって、契約内容の変更が生じた場合は、変更契約を締結す るも

のとする。 

（賃貸借物件の移転） 

第 11条 賃貸借物件を移転する必要が生じた場合は、賃借人の費用負担において賃借人が行う。 

（事故発生時の報告） 

第 12 条 賃貸人は、賃貸借物件の使用に関し、事故、故障その他の原因により契約の履行を行い難い

事由が生じたときは、直ちに賃借人に報告し、その指示に従うものとする。 

（調査等） 

第 13条 賃借人は、賃貸人に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。 

（賃貸借料の支払） 

第 14条 賃貸借料は、当月の１日から同月末までを１箇月とし、賃貸借期間を１箇月毎に６０６０６０６０    回回回回 に

分割（以下これに係る賃貸借料を「月額賃貸借料」という。）して支払うものとする。 

２ 賃貸人は、毎月の賃貸借の終了後、賃借人に書面をもって月額賃貸借料を請求するものとする。 

３ 月額賃貸借料の額は、別紙のとおりとする。ただし、月額賃貸借料から消費税を除いた額に１円未

満の端数が生じたときは、最初の支払月で調整するものとする。 

４ 賃借人は、賃貸人からの適法な請求書を受領後、その日から起算して３０日以内に月額賃貸借料を

支払うものとする。ただし、箕面市災害時における特別対応に関する条例（平成２４年箕面市条例第

１号）第１０条の規定に基づき、賃借人が賃貸借代金の支払いの期間を延長するよう賃貸人に求めた

ときは、賃貸人は、当該請求に応じるよう努めるものとする。 

（不履行責任） 

第 15 条 賃貸人は、この契約について、契約条項又は仕様書等に定められたとおり履行できなかった

ときは、遅滞なくその旨を賃借人に報告しなければならない。 

２ 賃借人は、前項の場合において、その理由が賃貸人の責めに帰すると認めたときは、賃貸人に対し



違約金を請求することができる。 

３ 前項の違約金の額は賃借人の査定額によるものとする。 

（賃借人の解除権） 

第 16 条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができ

る。 

 (1) この契約の履行について不誠意が認められ、又はこの契約を完全に履行する見込みがな   い

と明らかに認められるとき。 

 (2) 賃貸人について破産手続開始の決定又は更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定があった

とき。 

 (3) 正当な理由がないのに、賃貸借物件の設置に着手すべき時期を過ぎても着手しないとき。 

 (4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成する   こ

とができないと認められるとき。 

(5)  賃貸人（賃貸人が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において

同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

  イ 役員等（供給人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその役員又はそ

の支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号第２条第６号に規定する暴

力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

  ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

  ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

  ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある

いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

  ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのい

ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

  ト 供給人が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その

他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、賃借人が賃貸人に対して当

該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。 

２ 賃借人は、前項第３号については催告のうえ、その余については催告等何らの手続きを経ることな

く即時にこの契約を解除することができる。 

３ 第１項によりこの契約が解除された場合は、賃貸人又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規定

により選任された破産管財人又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により選任された

管財人又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等は、賃借

人に対して賃貸借料の１０パーセントを違約損害金として支払うものとする。 

４ 賃借人は、第１項による場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。 



５ 前項によりこの契約が解除され、賃貸人に損害が生じたときは、賃借人は、その損害を賠償するも

のとする。 

６ 契約解除に伴う賃貸借物件の撤去及び処分費用は賃貸人の負担とする。 

（賃貸人の解除権） 

第 17 条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反し、その違反によってこの契約を履行することが不可能

となったときは、この契約を解除することができる。 

２ 前項の場合において、賃貸人が損害を受けたときは、賃貸人は賃借人に対してその賠償を求めるこ

とができるものとする。 

３ 契約解除に伴う賃貸借物件の撤去及び処分費用は賃貸人の負担とする。 

（契約解除による損害金） 

第 18 条 第１６条第５項及び前条第２項に規定する損害の額は、次の各号により算定するものと す

る。 

 (1) 契約の解除が賃貸借期間の開始前のときは頭書の賃貸借料の額 

 (2) 契約の解除が賃貸借期間中のときは頭書の賃貸借料の額から支払済みの月額賃貸借料の      

合計額を差し引いた額 

（遅延利息の請求） 

第 19 条 賃貸人がこの契約に基づく損害金、違約金等を賃借人の指定する期間内に支払わなかったと

きは、賃借人は、その未払金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭

和 24年法律第 256号）第８条第１項に規定する財務大臣が決定する率（年当たりの割合は、閏年の

日を含む期間についても、365日の割合とする。）を乗じて計算した額（100円未満の端数があるとき

又は 100円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。以下「支払遅延防止法の率により計

算した額」という。）の遅延利息の支払いを賃貸人に請求することができる。 

２ 賃借人の責めに帰すべき理由により月額賃貸借料の支払いが遅れた場合においては、賃貸人は、そ

の未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率により計算した額の遅延利息の支払いを

賃借人に請求することができる。 

（損害金等の請求） 

第20条 賃貸人がこの契約に基づく損害金、違約金等を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、

賃借人は、その支払わない額に賃借人の指定する期間を経過した日から月額賃貸借料の支払いの日ま

で支払遅延防止法の率により計算した額と、賃借人の支払うべき月額賃貸借料とを相殺し、なお不足

があるときはその差額を請求する。 

２ 前項の請求をする場合には、賃借人は、賃貸人から遅延日数につき支払遅延防止法の率により計算

した額の延滞金を請求する。 

（賃貸借期間終了時の賃貸借物件） 

第 21 条 賃貸借期間終了後の賃貸借物件は、賃借人に帰属するものとする。ただし、賃貸借料の全額

完済を条件とする。 

（罰 則） 

第 22 条 賃貸人がこの契約を履行するに当たり、知り得た個人の秘密を漏洩した場合における罰則に



ついては、箕面市個人情報保護条例（平成２年箕面市条例第１号）第２８条に定めるところによる。 

（合意管轄裁判所） 

第 23 条 賃借人及び賃貸人は、この契約及びこの契約に基づく個別契約に関し裁判上の紛争が生じた

ときは、大阪地方裁判所を第１審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 

（予算の減額又は削除に伴う特約） 

第 24 条 この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定による長期継続

契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、賃借人の予算の当該金額につい

て減額又は削除があったとき、賃借人は､この契約を変更又は解除することができる。 

２ 賃貸人が前項の規定による契約の変更又は解除による損害を受けることがあっても、賃借人は、そ

の損害賠償の責めを負わないものとする。 

（消費税等額の変動） 

第 25 条    この契約締結後、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）等の改正等によって消費税等額に変

動が生じた場合は、賃借人は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払

う。 

（疑義の決定） 

第 26 条 本契約に定めのない事項又は本契約の履行につき疑義を生じた場合は、賃借人と賃貸人双方

で協議し円満に解決を図ることとする。 

 


